契約書見本
（候補者 ←→ 契約業者等）
様式及び記載例
既存の契約書があるときはそれを用いて結構ですが、この場合にも契約の一方の当事者は候補者本人であり、その申込み意思と契約業者等の承諾意思とが契約書に明示されていることが必要です。
·   契約書のうち、印紙の必要なものは、選挙運動用自動車の使用にかかる運送契約書（タクシー・ハイヤー形式）及び選挙運動用ビラ、ポスターの作成契約で、他は不要です。
【印紙税額】
·   運送契約書（タクシー・ハイヤー形式）
          記載された契約金額が10万円以下 ………………………………………………200円
          記載された契約金額が10万円を超え50万円以下  ……………………………400円
※印紙税法別表第１中１の４(運送に関する契約書)に該当
· ビラ、ポスター作成契約
        記載された契約金額が 100万円以下  ……………………………………………200円
　　　　　※印紙税法別表第１中２（請負に関する契約書）に該当
　　　　

（一般運送契約用）

          運   送   契   約   書          割  印
宗像市長選挙候補者　　　　　　　　　　　　　　　（以下「甲」という）と
　　　　　　　　　　　　　　　（以下「乙」という）は、選挙運動のための自動車の運送について次のとおり契約を締結する。
1  使 用 目 的
公職選挙法第141条に基づき選挙運動のために使用
2  車種及び登録番号
    車    種
    登録番号
3  台      数      １台
4  使 用 期 間
令和    年    月    日から
                                         日間
令和    年    月    日まで
５  契 約 金 額               円
        内訳  １日            円 ×          日間
        (注)  １日当たりの単価は、消費税を含んだ額である。
6  請求及び支払
この契約に基づく契約金額については、乙は、宗像市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公営に関する条例に基づき宗像市に対し請求するものとし、甲はこれに必要な手続きを遅滞なく行わなければならない。
なお、宗像市に請求する金額が契約金額に満たないときは、甲は乙に対し、不足額を速やかに支払うものとする。
ただし、甲が公職選挙法第93条（供託物の没収）の規定に該当した場合は、乙は宗像市には請求ができない。
７　そ の 他
この契約書に定めのない事項については、必要に応じ、甲乙協議して定める。
令和      年      月      日
    甲    宗像市長選挙候補者
          氏    名                                        印
          住    所
    乙    住    所
          名    称
          代 表 者                                        印
（一般運送契約用）

          運   送   契   約   書          割  印
宗像市長選挙候補者　　　宗像　　　太郎　　　　　（以下「甲」という）と

　宗像タクシー㈱　　　　（以下「乙」という）は、選挙運動のための自動車の運送について次のとおり契約を締結する。
1  使 用 目 的
公職選挙法第141条に基づき選挙運動のために使用
2  車種及び登録番号
     車    種　　普通自動車
     登録番号　　福岡５５５あ１２３４
３　台      数      １台　　（選挙運動期間は７日間ですが、準備等で７日間
を超えてもよい。ただし、公費負担の対象は
４　使 用 期 間　　　　　　　 選挙運動期間の７日間分のみです。）
令和８年 ４月 １６日から　　 　
                                       １０日間
令和８年 ４月 ２５日まで　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
５  契 約 金 額  〇〇〇，〇〇〇 円
        内訳  １日　〇〇，〇〇〇円 ×   １０ 日間
        (注)  １日当たりの単価は、消費税を含んだ額である。
6  請求及び支払
この契約に基づく契約金額については、乙は、宗像市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公営に関する条例に基づき宗像市に対し請求するものとし、甲はこれに必要な手続きを遅滞なく行わなければならない。
なお、宗像市に請求する金額が契約金額に満たないときは、甲は乙に対し、不足額を速やかに支払うものとする。
ただし、甲が公職選挙法第93条（供託物の没収）の規定に該当した場合は、乙は宗像市には請求ができない。
７　そ の 他
この契約書に定めのない事項については、必要に応じ、甲乙協議して定める。
令和 ８年 ４月 １５日　（契約は告示日前でも可）
    甲    宗像市長選挙候補者
          氏    名    宗像　太郎　　             印
          住    所　　宗像市東郷一丁目１番１号
    乙    住    所　　宗像市○○××番地
          名    称　　宗像タクシー（株）
          代 表 者   　 ◎　◎　◎　◎            印
（その他の契約用）

車  輌  賃  貸  借  契  約  書
宗像市長選挙候補者　　　　　　　　　　　　　　　（以下「甲」という）と

　　　　　　　　　　　　　　　（以下「乙」という）は、車輌の賃貸借について次のとおり契約を締結する。
1  使 用 目 的
公職選挙法第141条に基づき選挙運動のために使用
2　 車種及び登録番号
車       種
登 録 番 号
3　 台    数      １台
4  使 用 期 間
令和    年    月    日から
                                         日間
令和    年    月    日まで
５  契 約 金 額               円
        内訳  １日            円 ×          日間
        (注)  １日当たりの単価は、消費税を含んだ額である。
６　使用上の義務等
甲は、法令に従い、本件車輌の運行業務を負うことはもちろん、乙の定める約款に従う義務を負う。
7　 請求及び支払
この契約に基づく契約金額については、乙は、宗像市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公営に関する条例に基づき宗像市に対し請求するものとし、甲はこれに必要な手続きを遅滞なく行わなければならない。
なお、宗像市に請求する金額が契約金額に満たないときは、甲は乙に対し、不足額を速やかに支払うものとする。
ただし、甲が公職選挙法第93条（供託物の没収）の規定に該当した場合は、乙は宗像市には請求ができない。
8　 そ の 他
この契約書に定めのない事項については、必要に応じ、甲乙協議して定める。
令和     年     月    日
    甲    宗像市長選挙候補者
          氏    名                                        印
          住    所
    乙    住    所
          名    称
          代 表 者                                        印
（その他の契約用）

車  輌  賃  貸  借  契  約  書
宗像市長選挙候補者　　　　宗像　　太郎　　　　　（以下「甲」という）と

㈱△△レンタカー　　 （以下「乙」という）は、車輌の賃貸借について次のとおり契約を締結する。
1  使 用 目 的
公職選挙法第141条に基づき選挙運動のために使用
2　 車種及び登録番号
 車       種　　普通自動車
 登 録 番 号　　福岡５５５あ５６７８
3　 台    数      １台　　（選挙運動期間は７日間ですが、準備等で７日間
　　　　　　　　　　　　　　を超えてもよい。ただし、公費負担の対象は
4  使 用 期 間　　　　　　　選挙運動期間の７日間分のみです。）
令和８年 ４月 １６日から　　　
                                      １０日間
令和８年 ４月 ２５日まで
５  契 約 金 額  〇〇〇，〇〇〇円
        内訳  １日 〇〇，〇〇〇円 ×     １０日間
        (注)  １日当たりの単価は、消費税を含んだ額である。
６　使用上の義務等
甲は、法令に従い、本件車輌の運行業務を負うことはもちろん、乙の定める約款に従う義務を負う。
7　 請求及び支払
この契約に基づく契約金額については、乙は、宗像市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公営に関する条例に基づき宗像市に対し請求するものとし、甲はこれに必要な手続きを遅滞なく行わなければならない。
なお、宗像市に請求する金額が契約金額に満たないときは、甲は乙に対し、不足額を速やかに支払うものとする。
ただし、甲が公職選挙法第93条（供託物の没収）の規定に該当した場合は、乙は宗像市には請求ができない。
8　 そ の 他
この契約書に定めのない事項については、必要に応じ、甲乙協議して定める。
令和 ８年 ４月 ８日　（契約日は告示日前でも可）
    甲    宗像市長選挙候補者
          氏    名    宗像　太郎   　　　            印
          住    所　　宗像市東郷一丁目１番１号
    乙    住    所　　宗像市○○××番地
          名    称　　（株）△△レンタカー　
          代 表 者   　◎　◎　◎　◎ 　　　　　　　 印
（その他の契約用）
選挙運動用自動車燃料供給契約書
宗像市長選挙候補者　　　　　　　　　　　　　　　（以下「甲」という）と

　　　　　　　　　　　　　　　（以下「乙」という）は、選挙運動用自動車の燃料供給について次のとおり契約を締結する。
1  供給する期間
令和　　　年　　　月　　　日から令和　　　年　　　月　　　日まで
2　 供給場所
     所 在 地
 名　　称
3　 供給を受ける自動車の車種及び登録番号
     車       種
     登 録 番 号
4　 単    価
単価１㍑当たり　　　　　円　　　　銭
（単価は、消費税を含んだ額である。）
5　 契約金額
上記の単価に期間中の供給総量を乗じた額（１円未満の端数を生じた場合は、円未満を四捨五入する）を契約金額とする。
6　 請求及び支払
この契約に基づく契約金額については、乙は、宗像市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公営に関する条例に基づき宗像市に対し請求するものとし、甲はこれに必要な手続きを遅滞なく行わなければならない。
なお、宗像市に請求する金額が契約金額に満たないときは、甲は乙に対し、不足額を速やかに支払うものとする。
ただし、甲が公職選挙法第93条（供託物の没収）の規定に該当した場合は、乙は宗像市には請求ができない。
７　そ の 他
この契約書に定めのない事項については、必要に応じ、甲乙協議して定める。
令和      年      月      日
    甲    宗像市長選挙候補者
          氏    名                                        印
          住    所
    乙    住    所
          名    称
          代 表 者                                        印
（その他の契約用）

選挙運動用自動車燃料供給契約書
宗像市長選挙候補者　　　　宗像　　太郎　　　　　（以下「甲」という）と

㈱ムナカタＧＳ　　　 　 （以下「乙」という）は、選挙運動用自動車の燃料供給について次のとおり契約を締結する。
1  供給する期間
令和８年 ４月 １９日から令和８年 ４月 ２５日まで
（選挙運動期間に限る）
2　 供給場所
     所 在 地　　宗像市○○××番地
 名　　称　　（株）ムナカタＧＳ
3　 供給を受ける自動車の車種及び登録番号
     車       種　　普通自動車
 登 録 番 号　　福岡５５５あ５６７８
　　
4　 単    価
単価１㍑当たり　　〇〇〇　円　〇〇　銭
（単価は、消費税を含んだ額である。）
5　 契約金額
上記の単価に期間中の供給総量を乗じた額（１円未満の端数を生じた場合は、円未満を四捨五入する）を契約金額とする。
6　 請求及び支払
この契約に基づく契約金額については、乙は、宗像市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公営に関する条例に基づき宗像市に対し請求するものとし、甲はこれに必要な手続きを遅滞なく行わなければならない。
なお、宗像市に請求する金額が契約金額に満たないときは、甲は乙に対し、不足額を速やかに支払うものとする。
ただし、甲が公職選挙法第93条（供託物の没収）の規定に該当した場合は、乙は宗像市には請求ができない。
７　そ の 他
この契約書に定めのない事項については、必要に応じ、甲乙協議して定める。
令和 ８年 ４月 １４日　（契約日は告示日前でも可）
    甲    宗像市長選挙候補者
          氏    名　　宗像　太郎 　　                    印
          住    所　　宗像市東郷一丁目１番１号
    乙    住    所　　宗像市○○××番地
          名    称　　（株）ムナカタＧＳ
          代 表 者      ◎　◎　◎　◎ 　　　　　　　　  印
（その他の契約用）
自 動 車 運 転 契 約 書
宗像市長選挙候補者　　　　　　　　　　　　　　　（以下「甲」という）と

　　　　　　　　　　　　　（以下「乙」という）は、甲が使用する公職選挙法第141条に定める選挙運動用自動車の運転について次のとおり契約を締結する。
1  運転する期間
令和    年    月    日から
                                         日間
令和    年    月    日まで
原則として毎日　　　時　　　分から　　　時　　　分まで
2　 契 約 金 額                    円
  （一日につき                 円）
3　 運転する車輌の車種及び登録番号
     車       種
     登 録 番 号
４　請求及び支払
この契約に基づく契約金額については、乙は、宗像市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公営に関する条例に基づき宗像市に対し請求するものとし、甲はこれに必要な手続きを遅滞なく行わなければならない。
なお、宗像市に請求する金額が契約金額に満たないときは、甲は乙に対し、不足額を速やかに支払うものとする。
ただし、甲が公職選挙法第93条（供託物の没収）の規定に該当した場合は、乙は宗像市には請求ができない。
５　そ の 他
この契約書に定めのない事項については、必要に応じ、甲乙協議して定める。
令和      年      月      日
    甲    宗像市長選挙候補者
          氏    名                                        印
          住    所
    乙    住    所
          名    称
          代 表 者                                        印
（その他の契約用）

自 動 車 運 転 契 約 書
宗像市長選挙候補者　　　　宗像　　太郎　　　　　（以下「甲」という）と

△△　　△△　　　  （以下「乙」という）は、甲が使用する公職選挙法第141条に定める選挙運動用自動車の運転について次のとおり契約を締結する。
1  運転する期間
令和８年 ４月 １９日から
                                     ７ 日間  （選挙運動期間中に限る）
令和８年 ４月 ２５日まで
原則として毎日　８ 時 ００ 分から ２０ 時 ００ 分まで

2　 契 約 金 額     〇〇，〇〇〇　 円
  （一日につき  〇〇，〇〇〇   円）
3　 運転する車輌の車種及び登録番号
     車       種　　普通自動車
     登 録 番 号　　福岡５５５あ５６７８
４　請求及び支払
この契約に基づく契約金額については、乙は、宗像市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公営に関する条例に基づき宗像市に対し請求するものとし、甲はこれに必要な手続きを遅滞なく行わなければならない。
なお、宗像市に請求する金額が契約金額に満たないときは、甲は乙に対し、不足額を速やかに支払うものとする。
ただし、甲が公職選挙法第93条（供託物の没収）の規定に該当した場合は、乙は宗像市には請求ができない。
５　そ の 他
この契約書に定めのない事項については、必要に応じ、甲乙協議して定める。
令和 ８年 ４月 ８日　（契約は告示日前でも可）
   甲    宗像市長選挙候補者
          氏    名     宗　像　太　郎　　　　　　　　　 印
          住    所　　宗像市東郷一丁目１番１号
   乙     住    所　　宗像市○○××番地
          名    称
          代 表 者        △　△　△　△　　            印

     選挙運動用ビラの作成契約書       　　割  印
宗像市長選挙候補者　　　　　　　　　　　　　　　（以下「甲」という）と

　　　　　　　　　　　　　　　（以下「乙」という）は、印刷物の作成について次のとおり契約を締結する。
1　 品    目
公職選挙法第142条第1項第7号に定めるビラ
2　 枚    数                  枚
3　 契約金額　　　　　　　　　　円
（単価　　　　　　　円　　　銭）
（注）契約金額・単価は消費税を含んだ額である。
4　 納入期限
令和　　　年　　　月　　　日
5　 請求及び支払
この契約に基づく契約金額については、乙は、宗像市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公営に関する条例に基づき宗像市に対し請求するものとし、甲はこれに必要な手続きを遅滞なく行わなければならない。
なお、宗像市に請求する金額が契約金額に満たないときは、甲は乙に対し、不足額を速やかに支払うものとする。
ただし、甲が公職選挙法第93条（供託物の没収）の規定に該当した場合は、乙は宗像市には請求ができない。
6　 そ の 他
この契約書に定めのない事項については、必要に応じ、甲乙協議して定める。
令和    年    月    日
    甲    宗像市長選挙候補者
          氏    名                                        印
          住    所
    乙    住    所
          名    称
          代 表 者                                        印


     選挙運動用ビラの作成契約書       　  割  印
宗像市長選挙候補者　　　　宗像　　太郎　　　　　（以下「甲」という）と

㈱△△△△印刷　　　  （以下「乙」という）は、印刷物の作成について次のとおり契約を締結する。
1　 品    目
公職選挙法第142条第1項第7号に定めるビラ
2　 枚    数     １７，０００   枚　（公費負担の限度枚数以上でも可）
3　 契約金額　　２３７，６００　円
（単価　　　　１３円 ９７ 銭）
（注）契約金額・単価は消費税を含んだ額である。
4　 納入期限
令和８年 ４月 １２日　（契約日以降であれば告示日前でも可）
5　 請求及び支払
この契約に基づく契約金額については、乙は、宗像市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公営に関する条例に基づき宗像市に対し請求するものとし、甲はこれに必要な手続きを遅滞なく行わなければならない。
なお、宗像市に請求する金額が契約金額に満たないときは、甲は乙に対し、不足額を速やかに支払うものとする。
ただし、甲が公職選挙法第93条（供託物の没収）の規定に該当した場合は、乙は宗像市には請求ができない。
6　 そ の 他
この契約書に定めのない事項については、必要に応じ、甲乙協議して定める。
令和 ８年 ４月 ６日　（契約日は告示日前でも可）
    甲    宗像市長選挙候補者
          氏    名     宗　像　太　郎　　        印
          住    所　　宗像市東郷一丁目１番１号
    乙    住    所　　　宗像市○○××番地
          名    称　　　（株）△△△△印刷
代 表 者         △　△　△　△　       印

ビラ作成仕様書

令和　　年　　月　　日

候補者の氏名　　　　　　　　　　様

ビラ作成業者の氏名又は名称及び住所

並びに法人にあってはその代表者の氏名　　　　　　　　　　　　　　㊞

1． ビラの仕様

	作成契約枚数
	規格・サイズ
	配色
	その他の仕様

	枚（a）
	
	
	


2． ビラ作成内訳金額（企画デザイン代、ヘアーメイク代、写真撮影代、インク代、用紙代、印刷代等の項目毎の金額）
	項目
	数量
	単価
	金額

	
	
	円
	円

	
	
	円
	円

	
	
	円
	円

	
	
	円
	円

	
	
	円
	円

	
	
	円
	円

	
	
	円
	円

	
	
	円
	円

	消費税
	円

	合　計
	円（b）


3． ビラの作成単価

	作成金額
	÷
	作成契約枚数
	＝
	作成単価

	円（b）
	
	枚（a）
	
	円　　銭（c）


· 作成金額には、上記２（b）の合計額を、作成契約枚数には、上記１（a）の枚数を用いて作成単価（c）を算出し、円未満の端数がある場合は、銭の単位まで（銭未満は切捨て）記入してください。

4． ビラ作成公費対象額

	単価
	×
	枚数（16,000枚が上限）
	＝
	作成公費対象額

	円　　銭
	
	枚
	
	円（A）


※単価には、上記３（c）の額が8円38銭以下の場合はその額を、8円38銭を超える場合は、
　8円38銭としてください。
※作成公費対象額（Ａ）に1円未満の端数が生じたときは切り上げてください。
備　考

１　このビラ作成仕様書は、契約締結時にビラ作成業者から候補者に提出し、候補者は届出時にこの写しを選挙管理委員会へ提出してください。

２　公費負担の対象となる経費は、上記４（A）の額であり、その他の印刷物は公費負担の対象とはなりません。

ビラ作成仕様書

令和 ８ 年４月 ６ 日

候補者の氏名　　宗像　太郎　　　様

ビラ作成業者の氏名又は名称及び住所　　　宗像市○○××番地
並びに法人にあってはその代表者の氏名　　㈱△△印刷　△△△△　㊞

１．ビラの仕様

	作成契約枚数
	規格・サイズ
	配色
	その他の仕様

	１７，０００枚（a）
	２９．７ｃｍ×２１ｃｍ
	カラー印刷
	２つ折り加工


２．ビラ作成内訳金額（企画デザイン代、ヘアーメイク代、写真撮影代、インク代、用紙代、印刷代等の項目毎の金額）
	項目
	数量
	単価
	金額

	企画デザイン代
	１
	４０，０００円
	４０，０００円

	ヘアーメイク代
	１
	２０，０００円
	２０，０００円

	写真撮影代
	１
	１５，０００円
	１５，０００円

	インク代
	１
	５，０００円
	５，０００円

	用紙代
	１７，０００
	６円
	１０２，０００円

	２つ折り加工代
	１７，０００
	２円
	３４，０００円

	
	
	円
	円

	
	
	円
	円

	消費税
	２１，６００円

	合　計
	２３７，６００円（b）


３．ビラの作成単価

	作成金額
	÷
	作成契約枚数
	＝
	作成単価

	２３７，６００円（b）
	
	１７，０００枚（a）
	
	１３円９７銭（c）


· 作成金額には、上記２（b）の合計額を、作成契約枚数には、上記１（a）の枚数を用いて作成単価（c）を算出し、円未満の端数がある場合は、銭の単位まで（銭未満は切捨て）記入してください。
４．ビラ作成公費対象額

	単価
	×
	枚数（16,000枚が上限）
	＝
	作成公費対象額

	８円３８銭
	
	１６，０００　枚
	
	１３４，０８０円（A）


※単価には、上記３（c）の額が8円38銭以下の場合はその額を、8円38銭を超える場合は、
　8円38銭としてください。
※作成公費対象額（Ａ）に1円未満の端数が生じたときは切り上げてください。
備　考
１　このビラ作成仕様書は、契約締結時にビラ作成業者から候補者に提出し、候補者は届出時にこの写しを選挙管理委員会へ提出してください。

２　公費負担の対象となる経費は、上記４（A）の額であり、その他の印刷物は公費負担の対象とはなりません。

選挙運動用ポスターの作成契約書       割  印
宗像市長選挙候補者　　　　　　　　　　　　　　　（以下「甲」という）と

　　　　　　　　　　　　　　　（以下「乙」という）は、印刷物の作成について次のとおり契約を締結する。
１　品    目
公職選挙法第143条第1項第5号に定めるポスター
２　枚    数                  枚
３　契約金額　　　　　　　　　　円
（単価　　　　　　　円　　　銭）
（注）契約金額・単価は消費税を含んだ額である。
４　納入期限
令和　　　年　　　月　　　日
５　請求及び支払
この契約に基づく契約金額については、乙は、宗像市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公営に関する条例に基づき宗像市に対し請求するものとし、甲はこれに必要な手続きを遅滞なく行わなければならない。
なお、宗像市に請求する金額が契約金額に満たないときは、甲は乙に対し、不足額を速やかに支払うものとする。
ただし、甲が公職選挙法第93条（供託物の没収）の規定に該当した場合は、乙は宗像市には請求ができない。
６　そ の 他
この契約書に定めのない事項については、必要に応じ、甲乙協議して定める。
令和    年    月    日
    甲    宗像市長選挙候補者
          氏    名                                        印
          住    所
    乙    住    所
          名    称
          代 表 者                                        印


     選挙運動用ポスターの作成契約書       割  印
宗像市長選挙候補者　　　　宗像　　太郎　　　　　（以下「甲」という）と

㈱△△△△印刷　　　  （以下「乙」という）は、印刷物の作成について次のとおり契約を締結する。
１　品    目
公職選挙法第143条第1項第5号に定めるポスター
２　枚    数     ２００   枚　（公費負担の限度枚数以上でも可）
３　契約金額　　１９８，０００　円
（単価　　　９９０円 ００ 銭）
（注）契約金額・単価は消費税を含んだ額である。
４　納入期限
令和８年 ４月 １２日
５　請求及び支払
この契約に基づく契約金額については、乙は、宗像市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公営に関する条例に基づき宗像市に対し請求するものとし、甲はこれに必要な手続きを遅滞なく行わなければならない。
なお、宗像市に請求する金額が契約金額に満たないときは、甲は乙に対し、不足額を速やかに支払うものとする。
ただし、甲が公職選挙法第93条（供託物の没収）の規定に該当した場合は、乙は宗像市には請求ができない。
６　そ の 他
この契約書に定めのない事項については、必要に応じ、甲乙協議して定める。
令和８年 ４月 　６日　（契約日は告示日前でも可）
    甲    宗像市長選挙候補者
          氏    名     宗　像　太　郎　　        印
          住    所　　宗像市東郷一丁目１番１号
    乙    住    所　　　宗像市○○××番地
          名    称　　　（株）△△△△印刷
代 表 者         △　△　△　△　       印

ポスター作成仕様書

令和　　年　　月　　日

候補者の氏名　　　　　　　　　　様

ポスター作成業者の氏名又は名称及び住所
並びに法人にあってはその代表者の氏名　　　　　　　　　　　　　　㊞

5． ポスターの仕様

	作成契約枚数
	規格・サイズ
	配色
	その他の仕様

	枚（a）
	
	
	


6． ポスター作成内訳金額（企画デザイン代、ヘアーメイク代、写真撮影代、インク代、用紙代、印刷代等の項目毎の金額）
	項目
	数量
	単価
	金額

	
	
	円
	円

	
	
	円
	円

	
	
	円
	円

	
	
	円
	円

	
	
	円
	円

	
	
	円
	円

	
	
	円
	円

	
	
	円
	円

	消費税
	円

	合　計
	円（b）


7． ポスターの作成単価

	作成金額
	÷
	作成契約枚数
	＝
	作成単価

	円（b）
	
	枚（a）
	
	円　　銭（c）


· 作成金額には、上記２（b）の合計額を、作成契約枚数には、上記１（a）の枚数を用いて作成単価（c）を算出し、円未満の端数がある場合は、銭の単位まで（銭未満は切捨て）記入してください。
8． ポスター作成公費対象額

	単価
	×
	枚数（ポスター掲示場数が上限）
	＝
	作成公費対象額

	円　　銭
	
	枚
	
	円（A）


※単価には、上記３（c）の額が下記により算出した額（以下「基準限度額単価」という。）以下の場合はその額を、基準限度額単価を超える場合は、基準限度額単価を用いて作成公費対象額を算出してください。

　　316,250円＋（586円88銭×ポスター掲示場数161）
          　　   ポスター掲示場数（161）
備　考
１　このポスター作成仕様書は、契約締結時にポスター作成業者から候補者に提出し、候補者は届出時にこの写しを選挙管理委員会へ提出してください。

２　公費負担の対象となる経費は、上記４（A）の額（ポスター掲示場に掲示する選挙運動用ポスター枚数）のみに係る経費であり、その他の印刷物は公費負担の対象とはなりません。

ポスター作成仕様書

令和 ８ 年４月 ６ 日

候補者の氏名　　宗像　太郎　　　様

ポスター作成業者の氏名又は名称及び住所　　宗像市○○××番地
並びに法人にあってはその代表者の氏名　　㈱△△印刷　△△△△　㊞

1． ポスターの仕様

	作成契約枚数
	規格・サイズ
	配色
	その他の仕様

	２００　枚（a）
	４２ｃｍ×３０ｃｍ
	カラー印刷
	氏名等文字は青文字


2． ポスター作成内訳金額（企画デザイン代、ヘアーメイク代、写真撮影代、インク代、用紙代、印刷代等の項目毎の金額）
	項目
	数量
	単価
	金額

	企画デザイン代
	１
	４０，０００円
	４０，０００円

	ヘアーメイク代
	１
	２０，０００円
	２０，０００円

	写真撮影代
	１
	１５，０００円
	１５，０００円

	インク代
	
	５，０００円
	５，０００円

	用紙代
	２００
	５００円
	１００，０００円

	
	
	円
	円

	
	
	円
	円

	
	
	円
	円

	消費税
	１８，０００円

	合　計
	１９８，０００円（b）


3． ポスターの作成単価

	作成金額
	÷
	作成契約枚数
	＝
	作成単価

	１９８，０００円（b）
	
	２００枚（a）
	
	９９０円００銭（c）


· 作成金額には、上記２（b）の合計額を、作成契約枚数には、上記１（a）の枚数を用いて作成単価（c）を算出し、円未満の端数がある場合は、銭の単位まで（銭未満は切捨て）記入してください。
4． ポスター作成公費対象額

	単価
	×
	枚数（ポスター掲示場数が上限）
	＝
	作成公費対象額

	９９０円００銭
	
	１６１　枚
	
	１５９，３９０円（A）


※単価には、上記３（c）の額が下記により算出した額（以下「基準限度額単価」という。）以下の場合はその額を、基準限度額単価を超える場合は、基準限度額単価を用いて作成公費対象額を算出してください。

　　316,250円＋（586円88銭×ポスター掲示場数161）
          　　   ポスター掲示場数（161）

備　考

１　このポスター作成仕様書は、契約締結時にポスター作成業者から候補者に提出し、候補者は届出時にこの写しを選挙管理委員会へ提出してください。

２　公費負担の対象となる経費は、上記４（A）の額（ポスター掲示場に掲示する選挙運動用ポスター枚数）のみに係る経費であり、その他の印刷物は公費負担の対象とはなりません。

収  入


印  紙





記載例





収  入


印  紙





記載例





記載例





記載例





同一日に２人以上の場合は、候補者が指定する１人に限ります。


２人以上の者と契約する場合、代表者との契約1枚で構いませんが、公費負担分の振込先は代表者となります。





収  入


印  紙





記載例





収  入


印  紙





記載例





収  入


印  紙





記載例





収  入


印  紙





＝　基準限度額単価（1円未満の端数切上げ）2,552円





記載例





＝　基準限度額単価（1円未満の端数切上げ）2,552円
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